
1 

 

 

令和５年第２回臨時教育委員会会議録（要旨） 
 

開会日  令和５年１０月５日 

場 所  市役所４０６会議室 

時 間  午後１時３０分 開会 

 

（出席委員） 

豊田教育長、鈴木（君）委員、渡邊委員、滝委員、鈴木（千）委員 

 

（欠席委員） 

なし 

 

（委員以外の出席者） 

松本教育部長、川和学校教育課長、樫村教育総務課長 

 

（次 第） 

・議 事  学期制について 

 

・報告事項 （１）９月議会について 

（２）その他 

 

 

教育総務課長 

定刻となりましたので、令和５年第２回臨時教育委員会を始めます。それでは豊田教

育長からの挨拶をお願いいたします。 

 

（教育長からの挨拶） 

 

教育総務課長 

ありがとうございました。ここからの議事進行については教育長にお願いいたします。 
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（議事 学期制について） 

教育長 

今日の議事は学期制についてです。学校教育課長よろしくお願いします。 

 

学校教育課長 

本日はお集まりいただきましてありがとうございます。始めに資料の確認をさせてい

ただきます。昨日は夕刻の大変お忙しい中、御対応いただきましてありがとうございま

した。その折にお届けした資料でございますが、表題は「令和６年度以降の学期制につ

いて」ということ、資料としまして、資料１につきましては、今後、各学校が様々な関

係者に周知をする予定表になっております。資料２と資料３につきましては、７月にア

ンケート調査を実施する際に、参考資料として保護者へお配りさせていただいた資料で

ございます。資料４につきましては、令和４年９月に北茨城市教育委員会と学校長会の

合同で「児童生徒の学校生活の一層の充実のために」ということで、２学期制の導入に

向けた、いわゆる基となるそういった内容を作成したものをつけさせていただきました。

それから、本日別紙でその２ということで、前回の定例教育委員会において教育委員の

皆様からいただいた御意見への回答ということで、１枚付けさせていただきました。資

料についてはありますでしょうか。それでは次に進めさせていただきます。 

本日の流れでございますが、まず、本日配付の資料について、私の方で一応確認の意

味で音読をさせていただきまして、教育委員の皆様からいただいた御意見についての回

答について確認をさせていただきます。次に、昨日そして本日お配りした資料あるいは

その他の日頃から委員の皆様がお感じになっていること、思っていること、学期制に関

する御意見をお一人お一人頂戴したいと思っております。最後に、令和６年度における

北茨城市の望ましい学期制について、委員の皆様お一人お一人から御意見を頂戴できれ

ばと思っております。３部構成で進めてまいりたいと思います。 

今日お配りした資料について音読をさせていただきます。全部で７つ項目があります。

委員の皆様からいただいた意見を書き留めたのですが、主だったものということであら

かじめ御了承いただければと思います。 

① 設問について、「夏休みを縮減するパターン」と「夏休みを縮減しないパターン」

の２種類用意すべきであったのではというような御意見でした。 

それにつきましては、７月にアンケート調査を実施する時点まで、「２学期制」と「夏

季休業期間の縮減」を一体として検討してきたため、今回の調査では、２種類のアンケ
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ートについては考慮しておりませんでした。 

② 学期制の議論に働き方改革の意図が見えてしまう。教員のための学期制変更なの

かというような御意見でございました。 

それに対しては、働き方改革は、児童生徒に質の高い教育を提供するために、教員本

来の業務に専念できる環境を整えることがねらいです。よりよい学期制にすることが、

働き方改革の推進につながり、最終的には児童生徒のためになることであると考えてい

ます。 

③ 夏休みを縮減するかしないか、学期制検討の過程にぐらつきが見える。今年の夏

季の気温上昇については、憂慮すべきであるという御意見です。 

これまで、学期制検討において、「５時間授業の増設のためには、夏季休業の縮減が必

要である」という考えに基づいて推進を図ってまいりました。ただ、今回のアンケート

の結果において「夏休みの縮減には疑問である」という御意見をいただいたこと、また、

今般の異常気象の心配、さらには、特別教室のエアコン設置の遅れ等を総合的に判断す

ると、児童生徒の安全・安心な教育環境を保証することや学習効果を考えた場合、夏季

休業を縮減せずに、平時のゆとりを持たせたカリキュラム・マネジメントを推進するこ

とが最善であるとの結論に達しました。 

④ ５時間授業を増やすことについて、子供にとってどうなのか。早く帰宅してどの

ように家庭で生活するのか、もう一度考えた方がよいのではという御意見でした。 

５時間授業を週２日設定した場合でも、小学１年生から３年生は今まで通りの日課と

なります。小学４年生から６年生においては、５時間の授業日は、１５時前に下校しま

す。早く帰宅することで、興味のあることに取り組んだり、習い事を行ったりと、学校

外の活動が行いやすくなります。また、中学生においては、１５時に授業が終了し、放

課後２時間の部活動を行っても、１７時に下校することが可能となります。帰宅が早ま

ることは部活動後の休息、家庭学習の充実等生徒にとって大きなメリットになると考え

ます。 

⑤ 回答率は確かに上昇しているが、前回の回答対象者と今回のそれは同じなのか。

家庭数で回答したのか、それぞれの児童生徒分の回答なのかというような御意見でした。 

前回・今回ともに、アンケート対象は家庭数での回答をお願いしました。回答対象者

の相違としては、昨年度卒業した中学生と今年度入学した小学１年生の分が該当します。 

⑥ 学期制を変更することが、果たしてどう子供のためになるのか伝わってこないと

いう御意見でした。 

学期制を変更することは、年間行事や授業計画を見直すことにつながります。学期末

ということで行事を入れにくかった７月・１２月に行事の実施が可能となり、年間を通
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して行事の平準化が図れます。そのことが、児童生徒のゆとりを生み、落ち着いて学習

に励むことができると考えます。さらには、２学期制を施行した場合、一つの学期の期

間が長くなり、長期的なスパンの学習が可能となります。そのことで、児童生徒は自分

の成長の足跡が実感できるようになります。 

⑦ 保護者・児童生徒への説明が不足しているのではというようなご意見でした。 

これまで学校では、保護者会や学校運営協議会において、学期制に関する周知説明を

行ってきました。また、学級においても児童生徒への説明等を実施してきたところです。

アンケート結果からは、学期制の理解が深まっていることがうかがえます。今回のご指

摘を受け、再度、保護者・教職員・児童生徒に対して丁寧に説明してまいります。 

今日配付した資料の内容については以上でございます。 

 

教育長 

ただいまの説明の中で、御意見等があればお願いしたいと思います。私もお話を聞い

たり、校長会に出席したりして伝えているところはいくつかあります。まず、私は④の

５時間授業を増やすということについては、現在、どこの小中学校も５時間授業が１日

はあります。週５日で最大６時間というと１週間に３０時間の授業時数があります。し

かし、月曜日は全部の学校で５時間授業ですから、２９時間でそのほかにもう１日授業

時数の確保ということで工夫をしていっても、もう１日しかできないんです。もう１日

やっている学校も何校かありました。それはモジュールを使ったり、様々な努力をした

り、さらには年間で１５日を５時間授業にしようという考えの学校の意見を聞きました。

だから、それぞれの学校で５時間授業については努力をしながら、または来年度に向け

ても取り組んでいる様子が伺うことができたと思っています。 

それから⑦の説明不足ということについては、これまでも繰り返し昨年度のアンケー

ト調査の結果から見て、やはり児童生徒、教職員、保護者の皆さんに理解啓発を１年間

かけて取り組んでいきましょうということで、ＰＴＡ総会または学級学年懇談会、それ

からＰＴＡの運営協議会、そのほか行事等や学校だよりでそういうことに取り組んでき

たつもりですが、やはりなかなか浸透していないのが現実だと思っています。そういう

ことで、先ほど学校教育課長から資料が示されましたけども、２ページの資料１にある

ように、教職員、それからＰＴＡの皆さん、学校運営協議会、保護者の皆さんにも、丁

寧に説明していきましょうということを、時間が限られているかもしれませんが、共通

理解を図って取り組んでいく話し合いは今進めております。いずれにしても、学期制に

ついては、本当に一人一人の児童生徒、教職員、保護者の皆さんに御理解いただかなけ

ればならないと思っていますので、これからも理解啓発については積極的に取り組んで



5 

 

いければと思っております。教育委員の皆さん、お聞きしたいようなことがあれば御意

見をいただければと思います。 

 

渡邊委員 

⑦はやっぱり一番去年のアンケートから今回の７月のアンケートまでの間の期間が非

常に大事になる期間かな。そういう中で、この文言では、保護者会、運営協議会、今教

育長からも補足がありましたが、教育委員会で押さえている、学校でどれほど説明の状

況がうまくいっているのか。校長会での話題とか、あるいは学校訪問での話題で、例え

ばコロナ関係で、ＰＴＡ総会や懇談会のやり方も変わっているかと思います。そういう

中でどういうふうにして具体的に、今回を迎えるような手立てをしてきたのか、お話を

聞きたいと思いました。 

 

教育長 

学校教育課長お願いします。 

 

学校教育課長 

まさに前回、約１年間の間にどういった学校での周知説明が行われてきたのかという

ことでございますが、前回のアンケートの結果、特に回答率がこちらで想定したものよ

り低かったので、危機感を持ってそういった周知説明をしっかりやっていきましょうと

いうことを、学期制検討委員会、校長会の中で確認いたしました。具体的にどうするの

かというところでまず共通理解したのは、年度はじめのＰＴＡ総会でしっかりと資料に

基づいて、どの学校も同じ内容でまず全体に説明をしましょうということが一つでござ

います。それから、さらには学級懇談会そういったものも活用して、さらに丁寧に説明

をするというようなところが共通理解として出まして、実際にそういったことはやった

ということで私も理解をしております。ただ、そこに全員の保護者の方が集まっている

わけではないので、それをカバーするためにホームページや、あるいは学校だよりであ

るとか、そういったものを更に活用して、あらゆる機会を通じて周知理解を図っていき

ましょうというような申し合わせをしました。ただ、今委員さんが懸念しているように、

もしかしたら学校間の格差があるかなというふうに私も計画訪問等をしたときに正直な

ところ感じました。ですからそれを一つにしないとまずいというのはもう本当に喫緊の

課題なのかなと思います。ですから、今回の教育長の御指導で再度周知をしていく。こ

のアンケートの結果が出たので、今保護者あての統一した通知文を作成しております。

こちらは委員会の手も入っており、近日中に保護者の方に発出する予定です。また、こ
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の表にあります通り、そういった場面で説明をさせていただく。ですからそこでしっか

り同じ内容を説明できるというところでカバーしていきたいと考えております。 

 

渡邊委員 

やはり、これだけ大きなことなので学校間格差はできるだけ小さくしたいな。そうい

うときに、資料１で、どのように調査したのかは分からないのですが、教職員に説明す

るときに、５番の学校だけが「校長」となっていますよね。「だれが」というところもＰ

ＴＡのところは「教頭」と「学校長」となっています。これだけ大きなことだから今回

は学校もトップが前に出ましょう。学校運営協議会も、持ち方によっていろいろ学校に

よってあるんでしょうけれども。「学校長」と「教頭」のところがあるわけですけども、

格差をなくすという意味でもどうなのかなと思うんです。保護者のところの「どのよう

に」というところも「配付」という言葉を私は気をつけて使っていたつもりですけれど

も、５番と１４番は「配布」になっています。こういうところも統一して、学校の了解

を得られれば市内一本化で進んだ方が意気込みなども伝わるのではないかという感じで

います。 

 

滝委員 

その２の文書で、④の５時間授業を増やすことについてというところで、昔のことを

思い出して心配になってしまうのですが、各学校のいろんな行事の精選であるとか、モ

ジュール的なものを導入したりとか、そういうのを聞き、今、教育長さんの方からもあ

ったんですけれども、なんか、相当ギリギリというか、目一杯のところでおしているな

という感じが伝わってきてしまいます。自分が昔、教務主任をやっていたとき、台風で

１日休みだったり、何かで臨時休業をしたりすると校長さんや教頭さんが心配して、今

度雪が降った時どうする、休めるのか、大丈夫か、そういうふうなことを相談されるわ

けですけれども、計算上足りています。それを考えると、ギリギリで行っているときに、

台風、インフルエンザ、それから雪が降ったとかで臨時休業を取るということが年間結

構あるんだよね。コロナもありますし。そういうときにこれで果たして「足りています

よ」ということを社会に、保護者に説得できるのかな。この前は４か月の臨時休業をし

て、足りていますっていう話をもらったけれども、何か理解できないまま最後終わった

んだけどね。実際足りていたということを前提に考えても、相当ギリギリの、ましてや

モジュールなんていうのは授業じゃないよね。ドリル的なものであって、あれは授業じ

ゃない。そこまで導入して、ギリギリを作って大丈夫かなっていう心配。そこまでして

５時間授業を導入する価値があるのかなというのが一つどうしても残ってしまうなと思
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うんですよね。 

もう１点、先ほど渡邊委員の方から出た、この内容を各学校に説明とあるんですけど、

何をどの程度どういうふうな方法で、もう既に終わっているところがある。これ見たと

き、もうやったのか、どんなふうに話したのかなというふうにちょっと疑問符が付いた

んだけども、何をどのようにという部分、伝達という形でここからずっといくのか、そ

れともある程度考えも吸い上げて、これについてはこうしましょうという余地を残すの

か、その後の統一性もちょっと不安だな。 

関連で、学校運営協議会、今年度目玉のコミュニティスクールですよね。そうすると

学校の運営に関しては、この学校運営協議会というのは絶大な権力を与えたはずなのに、

今回は伝達で終わりなのかというのがちょっと残ってしまってね。もっと大事にしてや

りたいな。そんな感じをちょっと思ったものですから。 

 

教育長 

保護者の皆さんには、学期制の概要文書を送ります。５時間授業と説明について、学

校教育課長いかがでしょうか。 

 

学校教育課長 

それではまず、５時間授業をそこまでして導入しなければいけないのでしょうかとい

うような考えとしましてはいくつかありまして、まず、文部科学省から、適正な標準時

数をしっかり整えてくださいというような通知がありました。ただし、こちらの方に正

式にはおりてきていません。標準時間数というのは、各学年で年間を通して何学年は年

間何時間というものです。これを結構上回っているという学年がもしあったとすれば、

それをギリギリではまずいですけれども、ある程度少し余裕を持たせた上で、子供たち

に無理なく教科書が終わるような時間数に整える。これは年度の途中であっても、その

修正は必要であるというようなことが打ち出されております。ですから、この前の校長

会で私も校長先生方にお伝えしたのですが、今後、各学校で今の授業時間数が適切なの

か、多ければ良いものではありません。ですから、そこら辺を適切に整えるということ

をまず確認してくださいという話をしましたので、今後、カリキュラムを組み立てる上

においては、標準時間数をしっかり整えるということで改めて週の時間割が決まってく

るというようなところになります。その上で５時間授業が可能かどうかは各学校できち

んと計算をして整えるということが一つございます。５時間ありきというようなことで

は全くなくて、現在、課題になっているのが、教職員の働き方改革でできるだけ勤務時

間を縮減するというようなところで、全国的に全ての学校において進めておりますが、



8 

 

そうなると、退勤時間を早くするということが出てきます。勤務時間は７時間４５分と

決まっているので、それをどうするかとなった場合に、早くから勤務を始めて、早く退

勤というようなところが一つあるんですね。それは子供のためにどうなのかという批判

を受けていることも確かにありますが、例えば、朝は子供の登校時刻が早くなった、あ

るいは、朝のドリル学習であるとか、読書の時間というものが、もしかしたら少し短く

なって、早く１時間目が始まるとかあるいは掃除の時間を毎日やるのではなくて週に３

日実施とかそういったことで、もちろん子供たちにゆとりというか、そういったのを持

たせるというのもあります。つまり、５時間授業を設けると、そういったことが必要な

くなってくるんです。つまり朝の時間を通常に戻して終わりは５時間ということになり

ますので、それだけ放課後の余裕は持てるんです。ですから、そういったこともゆとり

の面から、５時間授業ありきではないですけれども、あると、非常に子供たちにとって

も、教員にとってもゆとりができます。あとは、Ｑ＆Ａにも書いてあったかと思うので

すが、もし、不慮の災害やインフルエンザウイルスなどで休校、あるいは学級閉鎖等に

なった場合には、５時間授業をずっと通すわけではなくて、６時間に戻すとか、それで

授業時間をうまく確保していくっていうことは、途中でやりながらというようなところ

でございます。それから説明につきましては、教育長からあった通りでございます。 

 

教育長 

滝委員さんいかがですか。 

 

滝委員 

大丈夫なんだろうね。小学校でいうと３、４年生の英語活動が３５時間入ってきた、

高学年は７０時間と、２時間分増えています。学校って大変だな、どんどん何か削られ

れば良いのに、削らないで済む、そういうのがあるのにできちゃうんだっていうね、な

んか心配ばっかりが先に立っちゃうんですけど。 

 

学校教育課長 

少々説明が足りなくて申し訳ございません。あと、先ほどの説明の部分で学校運営協

議会の中での説明というのがあったかと思うのですが、今回は保護者、ＰＴＡの方々に

は、これをしてよろしいでしょうかではなくて、もう来年度に向けて、こういうふうな

方向で進ませていただきますというようなところに来ていますので、御理解をいただく

ことと、具体的にこんなふうに変わっていきますというところの説明。学校運営協議会

の方からは、委員さんから御意見をいただいて、それを基にしてさらにより良いものに
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していく、そういった話し合いの場なのかなと感じております。あとは、２学期制にす

ると、もちろん５時間というのももちろん絡んでくるんですけども、７月は本当に１学

期末の慌ただしい時期で、そこに行事を入れるということはまずあり得ないんです。で

もそこが学期の終わりではないので、行事を入れることも可能です。１２月に入れるこ

とも可能です。そうすると、行事が分散されて非常にゆとりが持てるというのは事実だ

と思います。また、細かいことを言いますと、私も担任のときに経験があるのですが、

夏休み直前には夏休みの指導などをしなくてはいけません。そのときというのは学級活

動、学級指導で２時間、３時間ぐらい平気で取ったりします。でもそれは、例えば朝の

時間をうまく使いながら、分散してそういった指導をすることによって、授業時間を潰

さなくても、そこでしっかり授業もできたりするのだと思います。ですから非常にゆと

りが持てるので、その分５時間授業を創設できるというところにも繋がるのかなと。今

までできてなかったところができるようになることで、放課後のゆとりが持てる、そう

すると子供たち、教職員のゆとりが持てていろんなことに時間を使えるというようなと

ころになろうかと思います。 

 

滝委員 

確かにこの６月、７月それから１２月、俗に言う期末事務整理期間が２学期制で一番

の改善点、利点かなと思って受け止めているけれども、新規採用の頃を思い出すと、４

月にスタートして、６月は授業まとめなくちゃいけない、テストも残っている、７月に

なると通信簿の準備が始まる、非常にここが３学期制の大変なところだったと思います。

これが無くなるだけでも、先生も子供たちも相当余裕が持てるので、これは良いことだ

なと思って見ていたんです。いろんなことに利用できるしゆとりもできるので。それと

時数っていうのがちょっと微妙に。でも、今までだってその時間は時数としてやってい

たわけだから、それをイコールとしているとちょっと危険かなと思うんです。７月、１

２月を大事にしたいね。その反面、今度は９月をうまくやらないと９月にこれがどんと

きてしまうというという話も聞こえていますので、大事にしていきたいなって感じがし

ますね。 

 

渡邊委員 

今の滝委員と学校教育課長の話を聞いて、一つは昨日配られた資料の４ページのデメ

リットのところに、学校教育課長の今の話が載っているんですけれども、表に出るとき

に、「やりづらい」っていう言葉は、ちょっとクエスチョンかな。「時間が取りにくい」

とか、文言が一般的に見たときにどうなのかなって。あともう１点は、標準時数を教育
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課程の実施状況報告書で提出するわけですけども、今このコマ数カウントって、校務支

援システムでやっているんですよね。そうすると、校務支援システムだと月ごとに集計

したものが学年末に統計的に出てくると思います。月ごとにカウント状況を見れば、こ

れからの教育課程の編成には重要な資料になるのかな。だから、各学校から年間トータ

ルではなく、補助資料として月ごとのコマ数カウント数を挙げて、学校教育課長は年間

通しての５時間授業ではなく、途中にでもというので、やっぱり子供たちの健康だった

り、あるいは学習の習熟度の良い月には増やせても、学習効果はちょっと疑問だという

ときには下げるとか、そういうのを校務支援システムのデータと比べて、教育課程研究

部とかそういうところで少し考えると良い案が出てくるのかなと思います。 

 

教育長 

コロナ禍だった令和２年度、３年度については、渡邊委員がおっしゃったように全て

の教科で月ごとに何時間実施したのかということを把握しておりました。令和４年度か

らはコロナもある程度落ち着いてきたので、その調査を茨城県でやっていました。本市

でも取り組んできたところなので、改めて今のようなお考えを取り入れながら、やはり

月ごとの授業時数の実施状況を教育委員会と学校の両方が把握し、そして一人一人の先

生方にそれが伝わって、年間計画と照らし合わせながら、どうなのかということを評価

していくことが大事だと思います。そうすることによって、滝委員さんがおっしゃった

ように、授業時数の確保にも繋がっていきます。その他の委員の皆さんから何かござい

ますか。 

 

鈴木（千）委員 

年度初めのＰＴＡ総会や学級懇談会で説明を保護者にしましたという説明だったので

すが、そこでその説明がなされると思って保護者は参加しませんでしたので、そもそも

参加率は非常に低いと私は感じていますけど、その低い上にその説明がされないって思

っている保護者はさらに参加しない状況で、説明をした、資料配付したということを説

明と取ると、やっぱり周知するには無理があるかなと私は感じました。なので、その説

明をするために足を運んでもらうことがどうなのかというところはあるかもしれないで

すけども、何かに抱き合わせて説明をするっていうのでは全保護者に理解をしてもらう

のは難しいのかなと思いました。あと、資料１で保護者への周知方法を見たときに、「文

書配付（メール）」というところはちょっと私も気になりました。今、全部書類がメール

でどんどん保護者宛に送信されます。１日に何通も来ることもありますし、防犯対策や

不審者のことも。そういうメールに埋もれてしまいます。見ていない保護者が目に留め
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ないのが良くないということも思うんですけど、それを見てもらうための努力というか、

この文書に関しては必ずプリントアウトして、紙ベースで配付してくださいとか、そう

いうことを学校全部に周知すると学校間の差をなくすというところには大きいのかなと

思うので、メールを各家庭に送ったからもう周知されていると取るのはやっぱり難しい

ところが正直保護者として感じています。 

 

教育長 

２枚目の資料のＰＴＡというのは役員会のことですか。 

 

学校教育課長 

はい。私の方で手を入れる時間がなかったので、このままお出ししてしまったのです

が、ＰＴＡというのは、千恵美委員さんの方でおっしゃられたような、全員が一堂に会

しての説明ではなくて、一部のＰＴＡ役員さんであるとか実行委員さんに対しての説明

という捉えだと思うんですね。 

 

教育長 

特設に各学校で学期制についての説明会を保護者の皆様に実施するという開催文書を

出して、学期制について説明するということを実施していくような取り組みが求められ

てくるのかな。 

 

学校教育課長 

これは全小中学校の方に改めて、どうしてもできないということであれば仕方がない

のですが、努力してもらって、できれば今委員さんからあったように、それに特化した

集まりにするというようなことを改めて委員会の方から周知します。 

 

教育長 

アンケート結果が出たので文書では示しましたけれども、実際に対面で口頭にてお話

をして、疑問があれば御意見をいただきたいと思います。 

 

鈴木（君）委員 

除草作業をお願いしますと言っても何人かしか集まらない状態らしいですよね。千恵

美委員の意見は保護者さんとしてはそう思いますよね。 
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教育長 

保護者への学期制の説明の計画はこのまま進めていただいて、そのほかに特設として

説明機会を設けていただきたいです。 

 

学校教育課長 

分かりました。 

 

教育長 

ありがとうございました。課長からの説明についての資料についての御意見等につい

てはよろしいですか。もしあれば最後にでもまた御意見いただければ学校教育課長から

話が出ました、二つ目の配布資料等についての御意見ということですが、説明していた

だいてからお願いいたします。 

 

渡邊委員 

説明の前に良いですか。前回は２学期制についてというのは報告でした。今回は議事

として来ています。学校教育課長から、今日はこういうふうな流れでやりますと非常に

分かりやすかったんです。学校でもそのほかでも、来年度はこういう方向でいきますと

いうあらかじめそういう方向で説明が進んでいるんですよね。そこで、前にもお話した

と思うのですが、６月議会で２学期制への移行について、９月にアンケート結果を発表

します、そして、１０月に検討委員会を開催します、その後、方向性について、教育委

員会で出しますと。もう９月議会が終わってしまったので、これで流れていったときに、

１１月から来年度の教育課程編成に入る。その流れで、違和感はないですか。大丈夫な

んですか。 

 

教育長 

その辺のところも含めて今後のこの学期制についての取り組みについては、過日、校

長会で話し合いをしたので、それも含めて課長の方から説明してください。 

 

渡邊委員 

後で９月議会についてという報告事項はありますけども、もうその辺は文教厚生委員

会で進んでいて。 
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学校教育課長 

この前は台風１３号の影響により、緊急性のあるもののみを取り上げるというような

話でした。文教厚生委員会で学期制の説明をする場はありませんでした。 

 

教育長 

この後の予定としては、１２月議会の文教厚生委員会もしくは全員協議会で、この学

期制については議員の皆さんにお知らせする予定です。 

 

渡邊委員 

分かりました。 

 

教育長 

今の件については、よろしいですか。今後のその学期制の流れについては、今のよう

な形でよろしいですか。配付資料について学校教育課長お願いいたします。 

 

学校教育課長 

昨日お届けした１１ページ綴りの資料についてです。お目通しいただいたものとして、

詳細については割愛させていただきますが、大きく二つありまして、一つ目はアンケー

ト結果の分析とその対応策いうことで記述をさせていただきました。分析の結果こうい

った課題がありますというようなところで、それに対する対応策としてはこういったこ

とが考えられますというところで述べさせていただきました。 

それから大きな２番につきましては、検討委員会、そして校長会の総意、そして、市

教育委員会ともに、現在のところ令和６年度から２学期制を導入することということで、

提言をさせていただきます。また、夏季休業日の縮減はしないというようなことで、提

言ということで述べさせていただきました。 

 

教育長 

御意見をいただければと思います。 

 

滝委員 

言葉遣いというか非常に難しい、デリケートだと思うんですけど、どういうふうに理

解しているか。２学期制は導入するという結論で進もうと、この時点で、その辺は提言

するっていうのはあくまでもこれからまだ動く可能性がある、どっちに理解したらよい
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のでしょうか。 

 

教育長 

この教育委員会の場は、教育委員の皆さんの考えを出していただければと思います。 

 

滝委員 

最終的に議会とかそういうふうなことで決まっていくのでしょうか。 

 

教育長 

この後、校長会の意見、教育委員さんの意見を基にもう一度教育委員会の中で相談し

ます。それを基に市長に報告をして、市長の考えをいただくことになります。 

 

滝委員 

はい、ありがとうございます。頭が混乱していまして。 

 

教育長 

教育委員の皆さんの意見ということで進めていただければ。よろしくお願いします。 

 

滝委員 

やっと理解できました。これは意見でも何でもないので参考までに聞いてください。

実は自分も情報が欲しくていろんなところをあたったところ、その中で１人、関係者が

昨年まで常陸太田市にいました。管理職ですけれども、今年常陸大宮市に移ってどちら

も経験したんです。常陸大宮市は今年から実施ということで動き出したので、ちょうど

良いなと思って電話してみたんですけど、確かに、２学期制というのは子供はすぐ馴染

んだと。それから先生たちも非常に受け入れて前向きに取り組んでいて、相当雰囲気的

には良いですよと。特に先ほど出た学期末の７月、１２月にゆとりができて、いろんな

工夫が今見えてきている。これが常陸太田市での取り組みで、「良いですよ。」、「本当か

な。」という話をしたんですけれども。それで常陸大宮市にその人が今度は行って向こう

で始めたわけなんですけども、その感想は常陸太田市のときに一つ問題になったのは、

９月に先生たちが非常に苦しい思いをして、夏休み中にあれだけ成績処理をしっかりや

っとけよと言ったにもかかわらず、成績処理や丸つけとかそういう処理まではやったん

だけれども、それを通信簿にまとめるという作業は、最後のテストが終わって、そして

総合的な判断所見としてまとめるのはどうしても９月になってしまうと。そうなったと
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きに、中学校でいうと新人戦が絡んでくるし、小学校でいうと夏休みの作品のまとめと

かがあって、とにかく９月が忙しい。それで何をやったかっていうと、前期の通信簿に

は、もう所見はいらない、まとめたものを評定として出して、所見はいらない、面談で

いこうということでやって、先生たちも非常にそれが常陸太田市と比較して、ずいぶん

良かったっていう反省を言っているよということを教えてくれました。あと、これは余

談ですけども、先生たちが所見を書く経験が少なくなっています。そうすると、あの小

さいスペースに短い文で的確な表現ができないんだ、若いやつはと。昔は先輩の通信簿

をコピーして、そこの所見をいっぱい集めて、こういう子にはこう書けば良いんだなと

いうのをお互いに勉強したりしたんだけれども、それが今、どんどん数が少なくなって、

１年に１回しか職員は書かない、そうなってくると、その部分が問題点として挙げれば

それですねなんていう余談でした。 

 

教育長 

二つの地区で経験することによって、その良さや課題とか、改善すべきところが見え

てきます。 

 

鈴木（君）委員 

私としましては、この１５０年３学期制でやってきて何の問題もなかったんじゃない

かなと思うんですけれども、社会の情勢とかその変化とかによって、そのときそのとき

で何か変えていくことも必要なのかなとも感じたんですね。先日届いた資料なんですけ

れども、昨日届いた資料と若干違っているところがあったような気もするんですけれど

も、教職員の方々は、アンケート調査の結果によりますと、多少の不安は抱えながらも

２学期制が望ましいと回答してるんだと思われました。 

それから、２学期制にするおかげで、子供に向き合う時間が増えることは良いことだ

なと思ったんですけれども、質の高い教育のために働き方改革を進めていくのに、アン

ケートによりますと学びの質が２０％なんだっていうのもちょっと引っかかりました。

保護者の皆さんからしますと、２学期制になってどちらかといえば望ましいんじゃない

かというような何かとっても不安がある回答だったように思うんですけれども、その不

安を払拭できるのであれば問題ないのかなと思いました。保護者の方々の話をお聞きし

たんですけれども、とにかく子供たちが元気で楽しく学校に行くようになればそれで良

いです。そういうことになる２学期制ならば、私達は賛成ですという御意見をいただき

ました。 

それから検討委員会の方のなんですけれども、③の放課後の過ごし方についてですけ
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ど、これはそのようになったらとっても良いなと思うんですけれども、両親が働いてい

て家にいない家庭については、書かれているようなわけにはいかないかなって、子供た

ちだけの生活になっちゃうと悪いことも考えるし、あんまり良いことではないのかなっ

ていうご父兄さんもいらっしゃいました。長期休業の使い方や成績も、⑥を読みますと、

このようになったら本当にベストだなと私は思いました。なかなかこのようなわけには

いかないと思うんですけれども、このようになれば良いかなと思いました。 

２学期制の導入の変容に関する調査ですか。ほとんど問題が生じてないというような

書類だったので、何の問題も無いのかな。子供たちも、５時間授業が増えるっていうこ

とはとっても嬉しそうな顔をしていましたので、良いのかなと思いました。２学期制を

導入するにあたって、不登校とか、いじめとかそういうのが未然に防止されたり、児童

生徒へ豊かな心が育まれたりするのであれば、２学期制導入に向けて問題はないのかな

と思いました。 

 

教育長 

配付資料等から何か御意見ありますか。 

 

渡邊委員 

今回ではなくて前回の定例会のときに配られた資料からなのですが、去年は回答率が

悪く、保護者５０％だったけども、９８０くらいの家庭数が回答してくれて、その７０％

も「どちらかというと」を含めると大体６９０世帯。今年の７月は、２,１４４家庭のう

ち、７７.６％の回収で、１,６６４家庭、その６０％というと約１,０００家庭、だから

前年度よりは、説明が少しはっきり見えない部分がありますけども、少しは伝わってき

て、賛成が３００、４００増えたのかなという感じを持ちました。ただ私はこの２学期

制に対して最初からちょっと懸念していたことは、もちろん２学期制が先生方の働き方

改革に繋がるんですけれども、そこを前面に出してはうまく進まないというのを、最初

のときにお話ししたと思うのですが、今回の回答の理由について、昨日配られた資料を

読んでいて、これは理想だなと思ったんですけども、前回の会議のときの資料を見ると、

例えば２学期制に対する希望理由で、教職員は、働き方改革がトップなんですよね。５

ページの（６）だったかな。トップが先生方の業務負担でこういうふうなこと、あるい

は通知書の回数こういうところが多いんですよね。どうしても子供目線ではなく、自分

のこと、もちろんそれはそうだと思うんですけれども、子供を第一に考え、家庭を考え

て進めていかないとうまくいかないよって話から、議会でも子供一番で進めていってほ

しいというふうな要望が出ていたかと思うんです。そういう中で、働き方改革がトップ
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に来たということはちょっとはっきり言って残念です。保護者はやはり、これは７ペー

ジのところに載っているのですが、トップがやっぱり子供の負担とか、あるいは授業時

数とか向き合う時間とか、連続性とか、やっぱり子供の学びに繋がる視点で、２学期制

を選んでいるわけなんですよね。ぜひ、保護者目線、子供目線で進めていっていただけ

ればこれからの北茨城市の教育の課題についても、この前２点話したと思うんですが、

今の鈴木委員から出ていましたけれどもそういうところに繋がってくるのかな。 

 

教育長 

鈴木千恵美委員からは何かございますか。 

 

鈴木（千）委員 

一つ伺いたいことがあって、夏季休業の縮減は行わないと書いてあるんですけど、前

回もらった資料の１３ページに市町村からのアンケート結果が載っていて、私は５時間

授業を増やした市は夏季休業も短縮しているんだなと読み取ったんです。逆に５時間授

業を増やしていなかったり、今後検討する市は夏休みは現状維持のままなんだなと把握

したんですけど、昨日もらった資料を見ると、５時間授業は増やすけど、夏季休業は減

らしませんというところで、この回答の中のどの市にもあてはまらないのではないかと

思ったんですが、そのあたりは滝委員さんがおっしゃったように時間数の確保とかそう

いうところは、他の市で事例のないことをやろうとしているのかなと思うと、少し不安

な部分もあるのかなと思うんですがどのようにお考えでしょうか。 

 

教育長 

授業時数をきちんと確保できる取り組みが学校でできるのか問われています。学校教

育課長いかがですか。 

 

学校教育課長 

はい、おっしゃる通りかと思います。何か矛盾しているんじゃないのかということに

ついては、当初は、本市も夏休みの５日間程度を授業日に充てて、例えば、５時間授業

やったとすれば、２５時間そこで授業が確保できます。それを週１回、１年間３５週で

カウントしますのでそこに１時間やったということでカウントすれば、週あたり１時間

減らせるんですよね。２５週５時間授業が１日増やせる、さらには始業式と終業式が１

回ずつ無くなりますので、それをそれぞれ５時間というふうに考えるとそれだけで３５

時間。週１回は５時間それで増やせるっていうことでずっと進んできたのですが、先ほ
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どの理由でお伝えした通り、夏休みは縮減しないという結論に達しました。ただ、その

代わりに年間を通して本当にカリキュラムにゆとりを持たせながら５時間授業を増やす

っていう非常に高いハードルを、これから学校は、仮に教育委員会の中で５時間授業っ

ていうことになれば、早速準備に取り掛からなくてはいけないのですが、それを本当に

きめ細かく教育課程を編成していかなければいけないというところでございます。です

から今後は学校の工夫がさらに求められると思われます。ただ、常陸太田市も夏休みに

５日間程度授業日を充てて２学期制を今年度から本格的にスタートしましたが、修正と

いうようなところで今常陸太田市は動いております。それは夏休みのその縮減をするか

しないかということです。ですから、それを戻す可能性も出てきたというところです。 

工夫をしながら子供たちがしっかりと学べるように、こちらの方も、しかも余裕を持

って生き生きとしている姿が見られるような教育課程を作れるよう、指導させていただ

きたいと思います。 

 

教育長 

三つ目の議事に移動してよろしいでしょうか。最後の議事ですので、２学期制が良い

のか、３学期制のままで良いのか。もし、２学期制についてはこういうところが良いん

だ、ただこういった課題もあるんじゃないかというようなことも含めて、学期制につい

てのお考えを聞かせていただければと思います。学校教育課長からは付け加えてお話は

ありますか。 

 

学校教育課長 

働き方改革が前面に出てしまっているというところで、働き方改革ではなくて働かな

い改革になっているとしたら非常に残念なところで、それは何のためかっていうと子供

たちのために勤務時間を縮減して教材研究の時間に充てたり、あるいは子供たちの成績

をじっくりつけたり、向き合う時間を作ったりというのが、そもそもの働き方改革の目

的なので、そういったところを履き違えないように市教育委員会でもしっかりと各学校

の周知指導をしていきたいと思います。先週までずっと計画訪問で学校を回っておりま

して、やはりその話題で私は働きがいを感じるような、教育長からもずっとそういった

御指導があったのですが、そういった働き方改革にしてください、教員の本務って授業

ですよね、授業に注力できるような時間を生み出すための働き方改革ですよ、子供たち

一人一人を丁寧に見るための働き方改革ですとか、授業がうまくできれば先生方も働き

がいを感じるんじゃないですか、私もそうでしたので、そんなところで進めてまいりた

いと思います。 
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教育長 

学期制についての意見、滝委員さんいかがでしょうか。 

 

滝委員 

自分はどちらかというと積極派です。２学期制に賛成です。それは今までもいろんな

ことを話してきましたけども、７月、１２月の問題であるとか、それから、行事のバラ

ンスを考える余地があるとか、夏休みに向けての指導、一人一人に対して課題を持たせ

て、また、生活面での指導も余裕のできた７月にじっくりできる。それから、休み期間

中も、そこで課題を出しているんだから、そこで、ずっと継続した課題を持って夏休み

を乗り切ることができる。１学期が終わりだよ、今日から夏休みだよと投げてしまうの

ではなくてずっと一緒にそういう生活ができるという夏休みの過ごし方も可能になって

くるということ。 

それから、部活動とのバランス、これももう何年か後にはなくなってしまうんでしょ

うけども、６月、７月は中学校にとっては非常に部活動に傾注しなければならない期間

なんですね。そういうときに、先ほどの事務整理は非常に苦しい記憶があります。新人

戦も然りです。 

総合して、そういうふうなことで賛成なんですけれども、課題と思うことは、先ほど

の５時間授業もそうなんですけど、それプラス、中学３年生の私立高校との関係で、特

に１単位時間の評価、その中でも技術家庭科が昔と違って男子が技術、女子が家庭では

なくて今一緒になっているらしいですね。ただ内容は家庭と技術と二つあると。そう考

えると週に１回しか時間が無い。私立の最終決定は別として三者面談、二者面談やると

きに参考になるのは、１学期前期の成績を基に面談をするわけですよね。そうなってき

たときに、評価が中学校１個少なくなってしまう。しかも、技術家庭は年間で３５時間

ですから、半分となると１７、１８時間、しかも家庭と技術を交代でやっている学校と

か２時間やっている学校もあるらしいんですけれども、そうするとその半分になってし

まいますので８時間とか９時間しかやらない学習を評価して、しかも私立の仕様にして

いく。非常にそのあたりの配慮を各学校お願いしたいな。当然出願するまでにはまだ時

間はありますから。前期の中間テストとか、そういうふうな毎日の学習の評価とか、そ

ういうものを家庭なり子供に情報提供、しっかりキャッチボールをしながら大事にして

あげたいなっていうところがちょっと心配があるんですけども、基本的に２学期制は賛

成です。 
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教育長 

ありがとうございました。鈴木君伊委員さんいかがですか。 

 

鈴木（君）委員 

はい。先ほど申し上げました通り、私といたしましては子供たちが元気で生き生きと、

それこそ個別最適な学びと協働的な学びができる、確かな学力の向上に繋がる、難しい

ことが書いてあったんですけど、その通りになれば２学期制導入に私は賛成させていた

だきます。先ほどから働き方改革の話が出ているんですけれども、どこかに載っていた

のですが、市町村教育長協議会の会長さんって女性の方なんですよね。その方がこうい

うのを出してらっしゃるので、やっぱり働き方改革っていうのは必要なのかなと思いま

すし、コロナもあり、学校の先生方との交流っていうのがすっかり無くなっちゃいまし

て、中間層の先生方にお話を聞きますと、若い先生方の考えていることが分からないと

いうふうな回答が返ってきたんですね。だから、その辺も私達はちょっと分からないし、

一概には言えないんですけれども、不安を払拭して、それで保護者の方も子供も先生方

も良くなるんでしたら良いのかなって。ただ、何か改革するのにはすごく力が必要です

よね。だからその辺のところはもっと頑張っていかなければならないと思います。 

 

渡邊委員 

私はどうしても北茨城の学校教育を考えると、学力向上と不登校、この辺も数値目標

といったらちょっと変なんですけども、やっぱりこの辺の改善を願いたいな。そういう

ときの、そのことの一助になれば、良いなと思っているんです。やはり教育委員会も指

導し、学校でも頑張っているけれども、なかなか良い方向に向いていかない。そういう

中で何か新しい施策が必要なのかなと。その一つとして、２学期制はどうなのかな。先

ほど言っているように、必ず子供のために、教育委員会あるいは学校で知恵を絞って、

最大限に準備できるものは準備をし、しかし、これに固定されることなく、さらに２学

期制の充実のために方策を考えながら進めていけば、良い方向にいってほしいな。そう

いうふうな思いでいます。 

 

教育長 

鈴木千恵美委員さんお願いいたします。 

 

鈴木（千）委員 

私も、資料を読めば読むほど、賛成の意見に変わりました。最初は正直分からなくて、
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自分も向き合おうとしていなかった部分もあったりとか、保護者もみんなそうだと思う

んです。プロが、これが本当に良いんですと言ってくれたら、保護者はそれが伝われば

ついて来ると私は思っていて、その先生がどっちが良いか分からないっていうふうに言

われてしまうと、本当にお願いして良いのかというところでこういうふうにいろんな意

見が出てくるんだと思うので、すごくたくさん考えてくれている検討委員会やいろんな

組織があることも知ったので、その方たちが本当にこれを進めたいんですということを

保護者にいかに素直に伝えていくかというところがすごく大きいかなと私は思いました。

なので、家庭での過ごし方が心配だとか、通知表が無くなるから心配だとか保護者目線

の不安があると思うんですけど、これはこういうふうに解消しますという、本当に具体

的に分かりやすく、たくさんの保護者が分かるように、簡単に説明していただければ、

多分みんなすっと入ってきて、そっちの方向に協力しようという方向に向かうのではな

いかなというのが保護者としての私の意見です。実際私はそうだったので、すごく分か

りやすい説明をたくさんいろんな方から聞けて、私の考えもそっちの方向にすっと向か

ったので、ほとんどの保護者がそうであるのではないかと思います。 

 

教育長 

確かに２学期って馴染みが無いですし、３学期制は私達がこれまで経験してきたこと

ですので、馴染みの無いものをいかに理解していただけるか、そして今取り組んできて

いる人たちの２学期制の良さをいかに伝えるかということが、私達にこれから求められ

ます。今日いただいた御意見を基に、この後教育委員会でも再度検討していきます。 

 

学校教育課長 

充実した時間とありがたい御意見をたくさんいただきまして、新たな気持ちで新しい

システムの導入になるかと思いますので、子供たちのためにというキーワードを外さず

に何ができるかを、知恵を絞りながら、校長会その他と連携をさせていただきます。本

日はありがとうございました。 

 

（報告事項（１）９月議会について） 

教育長 

教育部長からお願いいたします。 
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教育部長 

お忙しいとは思うのですが少しお時間いただきまして、令和５年度第３回議会定例会

について御報告させていただきます。本定例会は９月５日に招集され、１４日に文教厚

生委員会、１９日に令和４年度執行分の決算特別委員会、２１日の一般質問を経て２５

日に議了と、２１日間の会期でありました。なお、当初９月１１日に予定されておりま

した一般質問につきましては、台風１３号被害の影響により２１日に変更され行いまし

た。教育委員会から上程しました議案につきましては、８月の定例教育委員会において

御審議いただきました令和５年度一般会計補正予算(第５号)の１件であります。また、

本定例会へは教育委員会から、令和４年度事業における事務の管理および執行状況の点

検報告書を提出しております。 

まず、９月１４日の文教厚生委員会は台風１３号の影響により、喫緊のものに限られ

た開催となりましたが、付託議案でございます、令和５年度の一般会計補正予算および

１９日の令和４年度決算特別委員会においては、令和４年度教育費決算について、両案

件とも質疑応答の上承認され、２５日の本会議において、可決承認をいただきました。 

続きまして、９月２１日の一般質問においては、教育委員会へ小学生の熱中症対策、

ＧＩＧＡスクール、ネット上のトラブル、史跡遺跡の掲示、学校給食、制服の見直しに

ついて質問がございました。まず、小中学生の熱中症対策については、通学時の熱中症

対策や部活動の地域移行における管理体制等について問われ、文部科学省発出の学校に

おける熱中症対策ガイドラインに基づき、迅速かつ適切な対応について指導助言に努め

ている旨の回答をしております。次にＧＩＧＡスクールにつきましては、タブレットの

活用等について問われ、本市においては、情報活用能力の育成などを踏まえ、１人１人

の能力を最大限に引き出すこと、また、放課後や家庭学習において、個々に応じた学習

に繋げるなど、ＩＣＴ機器を効果的に最大限活用した取り組みを推進する旨の回答をし

ております。次に、ネット上のトラブルにつきましては、情報リテラシー教育等につい

て問われ、児童生徒が安全かつ豊かに生活する上で重要な情報の真偽を判断する能力や、

情報を適切に活用する能力、情報を安全に活用する能力を育む、情報リテラシー教育を

推進し、児童生徒の発達段階に応じた情報判断能力や情報活用能力の向上に努めている

旨の回答をしております。 

次に、史跡遺跡の掲示につきましては、遺跡の登録基準等について問われ、遺跡とし

て取り扱う範囲がおおむね中世までに属する遺跡であること、またそれらの掲示につい

ては、指定の文化財、史跡における掲示を推進しているため遺跡への掲示は行っていな

い旨の回答をしております。 

次に、学校給食につきましては、地場産品の活用等について問われ、食材納入業者へ
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の指導により、北茨城市産、もしくは茨城県産食材の優先的な調達に努めている旨の回

答をしております。 

次に、制服の見直しにつきましては、今後の見通しや、性の多様性に関する指導等に

ついて問われ、ジェンダー平等などの理由により検討委員会の設置を予定する学校が２

校であること、また、性的マイノリティに対する偏見やいじめを防止することの重要性

から、日常の教育活動を通じた児童生徒の人権意識の醸成について、学校への指導に努

めている旨の回答しております。 

続きまして、９月２５日の議会最終日に開かれました議会全員協議会においては、本

議会へ提出しました事務の管理および執行状況の点検・評価結果報告について説明をし

ております。なお、本件の質疑はございませんでした。雑ぱくではございますが、以上、

令和５年第３回市議会定例会についての報告でございます。 

 

渡邊委員 

今日は臨時だからやめようと思ったんですけれども、実は、点検評価の前年度の１年

間の議案の数とかありますよね。その報告が毎年０ですが、どういうのをカウントする

べきなのか私も分からないです。だから前回のときに２学期は報告でしたよね。今日は

議案ですよねっていうのを意味合いにとってお話したんですけれども、同様に報告のカ

ウントにするのか、次回で結構ですので。 

あともう一つは、ネット上のどうのこうのというのも今お話あって、これも次回で結

構なのですが、例えばどの学校も秋の運動会終わったと思うんですね。そういう運動会

の案内を出すときに、保護者は自分の子供の写真を撮ったときに、それをネットに載せ

ているのか載せていないのか。運動会の案内のときに、運動会のスナップはＳＮＳに載

せないでくださいとか、そういう注意喚起もしているのかどうか。もし１９日までに分

かれば。やっぱり親がそういう感覚で載せちゃえば、今の部長の話のようにどんどん広

がっていっちゃうのかな。親もそういうところで、スマホで撮ったものを載せない。こ

れはこういうあれで、誰誰ちゃんが載っているからとかいうことで意識している。そう

いう文書を学校は文化祭とか、運動会の案内に一文入れたのかどうか、もし分かれば。 

 

教育長 

ＳＮＳでネットに載せるとき、ジャージや名札などが写っているとネットパトロール

の方から削除しましょうという依頼が来ます。 
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渡邊委員 

学校自体はその辺も気をつけていますよね。いくら親から承諾書をもらっているにし

ても。 

 

教育長 

そういったことを再確認ということですね。 

 

渡邊委員 

瓜連小学校の件もあるのでね。 

 

教育長 

９月議会の報告については以上です。 

 

（報告事項（２）その他） 

教育長 

教育総務課長から子ども議会についてよろしくお願いします。 

 

教育総務課長 

皆様のお手元に子ども議会の一般質問の通告一覧をお配りさせていただきました。１

５人の子ども議員が登壇しまして、学校や公共施設、公共交通、市営住宅、医療問題な

ど、多岐にわたり一般質問を行いますので、委員の皆様の御都合がよろしければ今回傍

聴に制限は設けませんので、ぜひ傍聴いただきたいと思います。１０月１７日火曜日午

前１０時からの開催となりますので、よろしくお願いいたします。 

 

教育長 

報告事項については以上です。その他ということで、委員さんの方から何かございま

すか。 

（質問等無し） 

それでは議事進行を教育総務課長にお戻しします。 
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（閉 会） 

教育総務課長 

以上で令和５年第２回臨時教育委員会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

                    閉会 午後３時１５分 

 


